
＜申請様式＞

年 月 日

あて先

秋田県教育委員会教育長

（県立保呂羽山少年自然の家所長）

年 月 日 （ ） ： から

年 月 日 （ ） ： まで

着

着

着

着

年 月 日 （ ） ：

裏面に、借用に当たっての遵守事項を記載していますので、必ずお読みください。

遵守事項をお守りいただけない方には、ライフジャケットの貸出を行いません。

ライフジャケット貸出申請書

令和

住 所

学校（園）・団体名

代 表 者 名

電 話 番 号

裏面事項を遵守し、下記のとおり物品の借用を申し込みます。

記

使用目的

使用場所

令和

令和

＜物品名＞

子ども用ライフジャケット

サイズ

サイズ

サイズ

大人用フリー サイズ

令和

氏 名

ＴＥＬ

E-mail

借用期間

借用物品

数量 ※貸出者 ※受取者

※返却日時

申込担当者
連 絡 先
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【遵守事項】

1

2

3

4 　使用終了後は、次の作業を行います。

ア　物品を洗浄して汚れを落とし、十分に乾燥させて返却します。

イ　物品の数や異常の有無を確認した上で返却します。

5 　第三者には転貸しません。

【貸出機関】

Ｔ Ｅ Ｌ 0186-43-3174 Ｆ Ａ Ｘ 0186-43-3175

E-mail one-park@pref.akita.lg.jp

Ｔ Ｅ Ｌ 0185-77-4455 Ｆ Ａ Ｘ 0185-77-4456

E-mail shirakami-tc@town.happou.akita.jp

Ｔ Ｅ Ｌ 0184-74-2011 Ｆ Ａ Ｘ 0184-74-2012

E-mail iwaki-c@mail2.pref.akita.jp

Ｔ Ｅ Ｌ 0182-26-6011 Ｆ Ａ Ｘ 0182-26-6012

E-mail horowanpark@pref.akita.lg.jp

　物品を使用する際は、正しく装着するとともに、活動中の安全管理に十分な配慮を行いま
す。

　物品の使用により借受者が受けた被害、または借受者が第三者に与えた損害に対して、秋
田県教育委員会（貸出機関）は一切その責任を負わないことを了承します。

　使用中に物品が破損した場合は、その使用を取り止め、速やかに秋田県教育委員会（貸出
機関）に報告を行います。物品の破損、紛失等については、借受者がその責任を負います。

県北地区

県立大館少年自然の家

あきた白神体験センター

中央地区 県立岩城少年自然の家

県南地区 県立保呂羽山少年自然の家
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